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誠のあゆみ、未来へつなぐ

創立120周年ロゴマーク・スローガン
　岩手医科大学創立120周年にあたり、記
念ロゴマークとスローガンを一般公募によ
り選定した。ロゴマークは望月優氏（千葉
県）の作品で、本学に現存する一番古い建
物、岩手病院診療棟（現1号館）をモチーフ
にしている。
　スローガン「誠のあゆみ、未来へつなぐ」
は、鈴木香織氏（岩手県）の作品。建学の精
神「誠の人間たれ」に由来し、先人たちの業
績を顕彰するとともに、未来への期待も込め
られている。本記念誌の副題に用いた。

　岩手医科大学の創立と草創期の歴史は

「貧困」と「理想」の壮絶な戦いであったと

言ってよい。明治5年、8年、学校制度を定

めた「学制」、医療制度を定めた「医制」が

それぞれ公布され、明治13年には全国の

公立医学校は30校に達した。岩手におい

ても明治9年岩手県医学校が設立された。

しかし、明治20年、医育を揺るがす大きな

制度変更の勅令が公布された。府県立医

学校費用を地方税から支弁することが禁

止されたのである。その結果、全国の多く

の府県立医学校が廃校の憂き目にあっ

た。東北・北海道では唯一宮城医学校の

みが第二高等中学校医学部として存続で

きたのである。

　創立者三田俊次郎は、岩手県医学校が

廃校となった後の約10年間の岩手、北東

北、北海道の医育の空白による地域医療

の貧困を憂い、私財を投じ明治30年、私

立岩手病院と医学講習所を開設した。こ

れが本学の源流である。その後、私立学

校令の公布により明治34年に私立岩手医

学校として国が認める医育機関となったの

である。

　特筆すべきは、明治30年の医学講習所

の開設と同時に、岩手産婆看護婦養成所

を併設したことである。国が「産婆規則」を

公布したのが明治32 年、「看護婦規則」は

大正4年である。国が産婆（助産師）や看

護婦（看護師）の規則を制定するはるか以

前に、これらの学校も医学校に併設し創っ

ている。現代風に言えば「医師のみを養成

しても医療は良くならない。コメディカルス

タッフも併せて養成する必要がある。」とい

うことであり、現代の「チーム医療」を明治

の時代に実践した先見性には頭が下がる

思いである。

　明治30年当時の医育機関は、官立が東

京帝国大学をはじめ高等中学校医学部な

ど9校、私学は、済生学舎、成医会講習所

（東京慈恵医院医学校）、私立岩手医学講

習所、私立熊本医学校の4校のみであっ

た。しかし、明治36年の専門学校令の公布

により明治初期に医師養成に大きな役割

を演じた済生学舎は直ちに廃校となり、明

治30年当時存在した私学のうち現在なお

存続しているのは、東京慈恵会医科大学と

本学のみとなったのである。

　その後の本学の存続の歴史は苦難の連

続であった。120年後の現在、岩手医科大

学として残ることが出来たのは「奇跡」と

言ってよい。その苦難の多くはひとえに財政

的問題であった。これは、岩手県、盛岡市

の貧しさ、ひいては県全体の民力の貧しさ

にも起因している。

　一方、私立岩手医学校規則に本学創立

に係る極めて象徴的条文がある。第四二

条はこの学校が創立された精神を良く表し

ている。曰く「本校ニオイテ医学講習ヲ卒エ

医術開業免許状ノ下付ヲ得タルモノハ本

県管内ニ於イテ三ヶ年以上医術開業ニ従

事スへキ義務ヲ有ス」。現在の地域枠入学

を彷彿とさせ、かつ、私学であるにも関わら

ず地域医療を意識して学校を創立したこと

を表している。第四五条には「本校職員ハ

凡テ名誉職トス」と教職員の心得と共に、

開学に当たっての教員の心意気を記して

いる。

　極端な医師不足や貧困の中、地域医療

を改善するために全身全霊を捧げた先人

たちの努力があったからこそ、現在の「岩

手医科大学」が存在し、高度医療を実践

し、医学を修めることが出来るのだというこ

とを忘れてはならない。

　「医術は済生の基本、良医を養成して、

新付の蒼生を慈恵せよ。」三田俊次郎の言

葉を改めて認識し、120周年を新たな出発

点として本学のさらなる発展を期したい。
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